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【まず始めに】 

クロザリル投与は、CPMS 登録医療機関所属の登録医師（以下、CPMS登録医）によってのみ可

能です。CPMS登録医の申請を希望される方は、以下をご確認のうえ、お手続きをしてください。 

 

 

【CPMS登録医申請の手順】 

CPMS 登録医の登録申請にあたっては、最初に以下 1 と 2の両方の要件を満たしていることを確

認してください。 

※ なお、精神保健指定医の資格だけでは、1 及び 2 の両方の要件を満たすことにはなりません。 

 

 

A. 上記 1と 2の両方の要件を満たしている場合： 

以下の手順で申請の手続きを進めてください。 

 

「クロザリル講習受講申込書（様式 3）」による受講申込をし、Web配信によるクロザリル講習

を受講してください。 

↓ 

受講終了後の画面に従い、CPMS 登録要請及び誓約を実施し、その際に上記要件 2 を満たすこ

とを確認するための証明書（精神科専門医または臨床精神神経薬理学専門医の証明書の写し）を

電子ファイルとして添付してください。また、精神保健指定医である場合は、精神保健指定医の

証明書の写しも併せて添付してください。 

↓ 

クロザリル適正使用委員会での審査を経て、CPMS登録医として登録されます。 

 

  

1. 日本国の医師免許を有していること 

2. 精神科専門医または臨床精神神経薬理学専門医（日本臨床精神神経薬理学会）であ

ること 
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B. 前項の 2の要件を満たしていない場合： 

以下の手続きを経て、精神科専門医または臨床精神神経薬理学専門医と同等以上の臨床経験と

知見を有するとクロザリル適正使用委員会が判断した場合、CPMS登録医として登録されます。 

（精神科専門医または臨床精神神経薬理学専門医と同等以上であることの判断基準は後述） 

 

「クロザリル講習受講申込書（様式 3）」による受講申込をし、Web配信によるクロザリル講習

を受講してください。 

↓ 

受講終了後の画面に従い、CPMS登録要請及び誓約を実施してください。 

↓ 

クロザリル適正使用委員会事務局から、クロザリル適正使用委員会にて精神科専門医または臨

床精神神経薬理学専門医と同等以上であると判断するために必要な書類について記載した書面

が郵送されるので、その書面に必要事項を記載し、必要な書類を添えてクロザリル適正使用委

員会事務局へ提出してください。 

↓ 

クロザリル適正使用委員会での審査を経て承認された場合、CPMS登録医として登録されます。 

 

＜精神科専門医または臨床精神神経薬理学専門医と同等以上であることの判断＞ 

判断にあたっては、以下の証明書及び資料の両方が必要となります。（なお、精神保健指定医の

資格のみでは、この判断に必要な資料とはなりませんので、ご留意ください。） 

 

1） 精神科の実務経験（初期研修期間を除く）が 3年以上であることの証明書の提出 

 精神保健指定医である場合は、証明書の写しをもってその証明に代えることが可能 

 精神保健指定医でない場合は、精神科の実務経験が 3 年以上であることが確認できる

医療機関からの証明を取得（Web講習受講終了後の CPMS登録要請及び誓約実施後に

クロザリル適正使用委員会事務局から郵送される「回答書」に、現在所属されている施

設の精神科の長のご署名をいただいてください。） 

 

2） 統合失調症の診断・治療に十分な経験を有していることを証明できる、統合失調症の症例

報告(1例につき 2,000字以内) 2例(*)の提出 

 

* これまで、ご提出いただく統合失調症の症例報告数は 3 例以上としておりましたが、

精神科専門医（日本精神神経学会/日本専門医機構）を修得（更新）する際に必要とさ

れる統合失調症の症例報告数が 2例であることや、10年以上実施してきた本査読審議

の経験から、2例でも申請者の適格性の判断が可能と考えられること、また、同様の登

録制度を取っている他剤の状況などを鑑み、2023年11月より本査読審議においても、

症例報告数を 2例に変更いたしました。 
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なお、前述の症例報告では、症例の年齢、性別などとともに、統合失調症の症状把握、診断

に至った考え方、治療薬の選択等が記載されていることが必要です。また、精神保健指定

医申請のためのケースレポートは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の定める法

的要件の記載を重視したものであることから、このケースレポートそのものを上記の症例

報告として代用することは認められません。 

 

その他、以下の点についてもご留意ください。 

 日本精神神経学会倫理委員会作成の「症例報告を含む医学論文及び学会発表における

プライバシー保護に関するガイドライン」に従い、患者個人が特定可能となる情報は記

載しないこと。 

 項目名や括弧等も含めて 1 例につき 2,000 字以内で作成し、症例報告の最後に字数を

記載すること。 

 各症例報告に番号（字数には含めない）を振ること。 

 症例の年齢、性別などとともに、統合失調症の症状把握、診断に至った考え方、治療薬

の選択等を記載すること。 

 申請者がどの時点から、当該患者の医療に直接関わったかを明記すること。 

 統合失調症の診断においては、器質性及び症状性の精神疾患、並びに精神作用物質の使

用を除外したか否かも重要である。除外診断をしたことを記載すること。 

 薬物投与にあたっては投与量を明記すること。また、添付文書で開始用量が規定されて

いる薬物を投与している場合は、規定された用法・用量で投与開始を行ったか否かも審

議するため、症例の選択にあたっては注意すること。 

 統合失調症の治療では、薬物療法だけでなく疾病教育や多職種でのチーム医療、社会資

源の活用など、実際におこなった社会的・心理的なサポートも具体的に記載すること。 

以上 

 

 

申請にあたりご質問・お問い合わせがございましたら、クロザリル適正使用委員会 web siteの 

「お問い合わせ」フォームよりお問い合わせください。 

 

【クロザリル適正使用委員会 web site】 

https://www.clozaril-tekisei.jp/ 

 

【クロザリル適正使用委員会 web site お問い合わせフォーム】 

https://www.clozaril-tekisei.jp/contact 

https://www.clozaril-tekisei.jp/
https://www.clozaril-tekisei.jp/contact

